
岐阜県では、地域の防災力の中核として大きな役割を果
たしている消防団活動に協力する企業に対し、減税制度
や報奨金制度といった支援事業を行っています。

◆消防団員雇用貢献企業報奨制度
前年度中に新たに確保した過疎地域の団員１人につき５
万円、企業全体で過疎地域の団員数が増加している場
合、増えた人数１人につき５万円が交付されます。

◆消防団協力事業所支援減税制度
事業税額の１/２に相当する額（100万円を限度）の控除
を受けられます。

※支援制度を活用するためには、まず高山市から「消防
団協力事業所」の認定を受けることが必要です。

【認定の条件】
・従業員が消防団員として、1人以上入団している。
・従業員の消防団活動への配慮に積極的に取り組んでいる。

消防団員を雇用する企業
に対する支援制度

令和３年度毎月勤労統計調査

特別調査にご協力をお願いします

常時雇用する労働者が1人から4人の小規模事業所に
おける賃金や労働時間、雇用の実態を明らかにするた
めに、毎年実施される特別調査が8月から9月にかけて
行われます。岐阜県の調査員が調査のため事業所を訪
問された際には、ご協力いただきますようお願いします。
なお、訪問によらず郵送又はオンラインで調査をされる
場合があります。

みんなで応援商品券（第２弾）

換金期限は８月３１日（火）です

商業部会では、高山市の産業団体等消費活性化策支援事業補助金
（補助率2/3）を活用して、お客様により魅力のあるものとなるよう
工夫した、キャッシュバックキャンペーンを実施します。

商工会だより 令和３年８月号

お買い上げ1,000円または500円ごとに

最大２０％分を金券でキャッシュバック

飲食店における飛沫感染防止対策事業費補助金

申請期限が９月３０日に延長

飲食店における飛沫感染を防止するために、アクリル板
等の遮へい物の購入費に対する岐阜県の補助金の対象
期間等が見直されました。まだ、設置されていない飲食
店の方は、この機会に購入を検討してください。

改正前：Ｒ３.4.1～Ｒ3.7.30に購入したもの

改正後：Ｒ2.5.14～Ｒ３.９．３０に購入したもの

補助金の額 １店舗最大５万円（補助率10/10）

※７月までに、この補助金を利用された方も再度申請で
きますが、交付済みの補助金と合わせて１店舗５万円
が限度となります。

高山南商工会商業部会



◆支援金の額

２０２１年の対象月の売上と２０１９年又は２０２０年の対象月と同じ月の売上との差額

上限額 中小法人 10万円/月 個人事業者 ５万円/月
※４月は売上が50％以上減少していても国の月次支援金の対象とならない場合は給付対象

◆申請の方法

郵送での申請のみ
※宛先 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県売上減少事業者支援金 受付係

◆申請期限

令和３年９月３０日（木） ※当日消印有効

◆お問合せ先

岐阜県売上減少事業者支援金 相談窓口 ☎058-272-8310 （受付時間9：00～17：00）
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/163208.html

◆支援金の額

２０２１年の対象月の売上と２０１９年又は２０２０年の対象月と同じ月の売上との差額

上限額 中小法人 ２０万円/月 個人事業者 １０万円/月

◆申請の方法

月次支援金事務局のホームページ（https://ichijishienkin.go.jp/）からの申請
※登録確認機関による事前確認が必要です。（一時支援金を受給されている場合は不要）

◆申請期限

４月分・５月分 令和３年８月１５日（日）
６月分 令和３年８月３１日（火）

◆お問合せ先

相談窓口 ☎0120-211-240 （ＩＰ電話専用 03-6629-0479 （受付時間8：30～19：00）

新型コロナ関連支援金・給付金・協力金特集

① 月次支援金（国）

令和３年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・
時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等の事
業の継続・立て直しやそのための取組を支援のために給付されます。

② 岐阜県売上減少事業者等支援金

令和３年4月～６月に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休
業・時短営業」や「不要不急外出自粛等」の影響により、売上が３０％以上50％未満減少した中小
法人・個人事業者等の事業継続を支援するために給付されます。

新型コロナ関連の各種支援金・給付金等の活用、資金繰り、雇用継続などで
お困りの場合は、お気軽に商工会にご相談ください

 ①月次支援金の対象となる場合は対象外
 ④拡大防止協力金の対象飲食店は対象外
 岐阜県内宿泊事業者支援金の受給者は対象外

 ④新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象飲食店は対象外

※申請期限が迫っているものもありますので、ご注意ください。



◆給付金の額

１事業者あたり１回限り１０万円（複数の事業所を有する場合でも同一金額）

◆対象事業者

① 次のア～ウのいずれかに該当する事業者

ア 高山市内で市民や観光客等に対して、対面販売や対面サービスの提供等を行う事業者
イ アに該当しないが、市内で主に観光客に対して商品販売やサービスの提供を行う観光関連事業者
ウ 上記ア、イの事業者に対して、市内において経常的に商品やサービスを提供している取引事業者
② 令和３年５月又は６月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して１０％以上減少
※上記以外にも条件がありますので、詳細は市ホームページ等によりご確認ください。

◆申請の方法

郵送または市ホームページからの電子申請、もしくは直接窓口へ提出
※宛先 〒506-8555 高山市花岡町2-18 高山市役所 事業継続応援給付金係
※持参の場合 高山市役所 本庁地下1階 新型コロナウイルス総合窓口内 事業継続応援給付金係

各支所又は高山南商工会（本所・朝日支所）

◆申請期限

令和３年９月３０日（木） ※当日消印有効

◆お問合せ先

高山市役所 地下1階 新型コロナウイルス総合窓口内事業継続応援給付金係
☎0577-35-3184 （受付時間：平日9：00～17：00）

各支所基盤産業課
各商工会・商工会議所（事前に予約の連絡をお願いします。）

https://www.gifushoko.or.jp/takayamaminami/

岐阜県による非常事態宣言やまん延防止等重点措置区域に指定されたことに伴い大きな影響を受
けたものの、県の休業協力金や県独自の一時支援金が行き届かない市内事業者に対して、高山市独
自の事業継続を応援するための給付金が支給されます。

③ 高山市事業継続応援給付金

◆支援金の額

前年又は前々年の一日の売上額（税抜）の４割
30,000円～100,000円 ※計算方法については、岐阜県のホームページをご覧ください。

◆申請の方法

郵送での申請のみ
※宛先 〒500-8358 岐阜市六条南2-11-1 岐阜産業会館 ２階

新型コロナウイルス協力金(第５弾) 受付係 宛

◆申請期限

令和３年８月２３日（月） ※当日消印有効

◆お問合せ先

岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 相談窓口
☎058-272-8192 （受付時間9：00～17：00）

④ 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第５弾）

５月１６日から６月２０日までの「まん延防止等重点措置」による営業時間の短縮や酒類の提供自粛
等の要請に全面的に応じた事業者に対して協力金が支給されます。

※ ①月次支援金、②売上減少事業者等支援金との併給可
※ ④拡大防止協力金の対象飲食店は対象外
※ 岐阜県独自の一時支援金の対象事業者は対象外



小規模事業者持続化補助金（国）を活用した販路開拓等に取り組みませんか

「コロナとともにある新しい日常」」へ対応していくための整備を進める宿泊施設を応援するため、岐阜県では、県
内で宿泊事業者が実施する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対策やワーケーション等新たな需
要に対応するための取組等に必要な費用の一部を補助する制度が設けられました。

◆補助対象事業者

岐阜県内で宿泊施設を営む事業者 （申請は営業許可を受けた施設ごとになります。）

◆補助対象経費、補助率及び限度額

◆応募期限

令和３年８月３１日（火） ※郵送のみの受付（締切日当日の消印有効）

補助対象経費 補助率・下限額 補助限度額

① 備品等の購入又は
リースに要する経費

② 宿泊施設の工事に要
する経費

③ その他知事が必要と
認める経費

補助対象経費の2/3以内

補助金
下限額
50千円

１施設あたりの補助金額の上限額は施設ご
との客室数に応じて、左記の補助対象経費
全てを合算した額とする。
１ 室～９ 室 666 千円
10 室～29 室 1,333 千円
30 室～49 室 4,000 千円
50 室以上(※) 6,666 千円
※消耗品の購入に限り、上限額を5,000千円
とする。（50 室以上）

① 消耗品の購入に要す
る経費

補助対象経費の1/2以内

「新たな日常」対応宿泊施設応援補助金

高山南商工会
本 所 ☎52-3460
e-mail:t-minami@ml.gifushoko.or.jp

朝日支所 ☎55-3529https://www.gifushoko.or.jp/takayamaminami/

募集中

【一般型】

小規模事業者が直面する制度変更（働き方改革
や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導
入等）等に対応するため、経営計画を作成し、そ
れらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費
の一部を補助するものです。

【対象経費】

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④
旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費 ⑧借料、
⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委
託費、⑬外注費

【補助金額】

補助上限額：５０万円（補助率２／３）
高山市の特定創業支援事業を受け、２０２０年以降開
業した事業者は補助上限額が１００万円

【申請期限・事業実施期間】

第６回…2021年１０月１日（金） 消印有効
事業：交付決定日～2022年７月３１日（日）

第７回…2022年２月４日（金）消印有効
事業：交付決定日～2022年１１月３０日（水）

【申込方法】

郵送もしくは電子申請

【低感染リスク型ビジネス枠】

新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続
を両立させるための対人接触機会の減少に資す
る前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえ
た新たなビジネスやサービス、生産性プロセス
の導入等の取組を支援するものです。

【対象経費】

補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する
取組となる必要があります。
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費（オン
ラインによる展示会等に限る）④開発費、⑤資料購入
費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨設備処分
費、⑩委託費、⑪外注費、⑫感染防止対策費

【補助金額】

補助上限額：１００万円（補助率３／４）

【申請期限･事業実施期間】

第３回…2021年９月８日（水） １７：００
事業：交付決定日～2022年６月３０日（木）

第４回…2021年１１月１０日（水） １７：００
事業：交付決定日～2022年８月３１日（水）

【申請方法】

電子申請のみ



地域経済動向調査ＲＥＰＯＲＴ R3.8

２０２１年 第２号
本レポートは、経済産業大臣の認定を受けた経営発達支援計画に基づき作成・発刊いたします。

今回は『事業承継』をテーマにフォーカスしました。
事業承継は事業者にとって大きな大きな課題となっています。事
業承継の対策を早めに講じることで、自社の存続と成長につなげて
いくことが求められます。
ぜひ支援機関への早めのご相談をおすすめします。

▸①事業承継時期が早いほど承継後の業績は良くなる傾向

事業承継時の年齢別の事業承継後の業績推移

出典：中小企業庁委託「中小企業の事業承継に関するｱﾝｹｰﾄ調査」（野村総合研究所）より

事業承継後の業績を見ると４０歳未満で事業
承継した６０％近くの事業者で業績が「良くなっ
た」と回答しています。そして、事業承継の年齢
が高くなるにつれてその傾向は低下しており、事
業承継が遅れるほど業績の伸び悩みや低下に直
面しています。
業績を伸ばすには新たな販路の開拓や新製
品・新サービスの開発、経営理念の再構築など
が必要とされていますが、新たな取組にチャレン
ジして企業の成長・発展を促していくためにも、
事業承継は重要なものであることが伺えます。

小規模事業者の廃業の理由

出典：中小企業庁委託「中小企業者・小規模企業者の廃業に関するｱﾝｹｰﾄ調査」（野村総合研究所）より

▸②小規模事業者にとって事業承継は大きな課題

小規模事業者にとって後継者不足は大きな問
題となっており、実際に代表者が60歳代から80
歳代の事業所の４割以上が、後継者不在といっ
たデータも出ています。
そんな後継者不足の現状は、直接廃業につな
がることも少なくありません。右図にあるように廃
業に追い込まれた小規模事業者のおよそ55％
が後継者問題を理由に挙げています。廃業を防
ぐためにも早めに事業承継の対策を講じる必要
があります。
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事業に将来性がない

◆さまざまな形の事業承継相談をワンストップで解決

「後継者が決まっていないけど誰かに事業を継いでもらいたい」
「子供（または親族以外）に継がせようと思っているがどんな手続きが必要？」
「会社や店舗を買い取って事業を拡大したい」
こういったことは安易に他人に相談することができず、正確な情報をどこで入手できるのか分からず、時間だけ

が過ぎて行ってしまう、ということが起こりがちです。
岐阜県事業承継・引継ぎ支援センターでは、後継者が不在でも、親族・親族以外への承継でも、企業買収

（M&A）についても専門家に無料で相談できます。

創業したい方と後継者不在の会社等を引き合わせる後継者人材バンク制度もあります。
まずは商工会へお問い合わせください。

『事業承継・引継ぎ支援センター』…国が設置した公的相談窓口です。

▶③事業承継に関する課題解決に向けた支援策があります。まずは商工会へご相談ください。

さまざまな課題解決
へ向けて無料で
ご相談を承ります。

事業者

専門家等

商工会等

事業承継・引継ぎ支援センター

支援申込

相談

派遣依頼

提案・アドバイス

高山南商工会
https://gifushoko.or.jp/takayamaminami/

T E L  0 5 7 7 - 5 2 - 3 4 6 0

F A X  0 5 7 7 - 5 2 - 2 3 4 3



[出典：㈱OKB総研 景況指数調査（公開値の加工編集を施しております）]

[出典：岐阜県統計情報経済指標]
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観光入込数の比較（単位：千人）

高山市、飛騨市は観光統計より、
白川村は観光課による速報値より作成

左表は、H31/R1（2019）年とR2（2020）年の飛騨地域の観光
入込数を比較したものです。高速バス・特急バス利用客の大幅な
減少にも表れているように、新型コロナウイルス感染症の拡大によ
る不要不急の外出や移動の自粛の要請は観光産業に大きな影を
落としました。
現在、感染第５波が始まっており今後の状況が懸念されます。こ
の厳しい時期を何とか乗り込えるため、商工会では様々な支援を
しております。ぜひお気軽にご相談ください。

▸岐阜県内の消費動向

▶地域別景況予報 2021年7～9月期見通し

▶高速バス・特急バスの月別利用客数からみる令和2年

令和2年の始まりとともに拡大したコロナ禍に
よる消費の冷え込みは、感染収束が見通せない
ことから3年に入っても回復できていません。
岐阜県は、GoToイート効果で大幅プラスと
なったR2.11から時短要請の影響で翌月には大
きく落ち込み、その後もマイナス消費が続いて
います。
ただ、徐々に回復傾向が見られますので、今後
ワクチン接種が広がることにより前年を上回るこ
とが期待できます。

岐阜県の景況感はマイナス圏であ
るものの４期連続で上昇しています。
旺盛な巣ごもり需要や、堅調を維持
する自動車関連製造業が回復をけ
ん引しました。一方で、新型コロナ感
染拡大が続く中、飲食・サービス業で
は依然厳しい状況が続いています。
飛騨・郡上地域では、4～6月期と
比べ新型コロナの影響が続き回復が
見込めない状況です。先行きの不透
明感が強く感じられます。

下記の表・グラフは高山駅発着の高速バス・特急バスの利用客数について、平成31－令和元年と令和2年を月
別に比較したものです（高山市観光統計より）。R2年は前年の1/3の利用にとどまっています。


